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１．生命保険業の個人情報の特性

■生命保険会社は、引受責任を果たすために、

事業運営の健全性を確保することが重要

○ 適正な引受査定

○ 適正な契約管理

○ 適正な支払査定

を実施するため、健康情報等のセンシティ

ブ情報を、長期にわたり大量に処理

■生命保険業における特徴を踏まえた具体的

な取扱指針（生保指針）を自主的に定め、従

来より個人情報保護に特に留意した取組み

を実施

個人の生涯にわたる保障を中核
とする幅広いサービス

生命保険業のサービスの特性生命保険業のサービスの特性 個人情報の特性個人情報の特性

保険制度は大数の法則に立脚

契約者、被保険者、保険金受取人等
の存在

契約の募集、危険選択、維持、
保全等の手続き

保険制度における健全性・公平性
の維持

長期性・多様性

大量性

契約者以外の
関係者の存在

生命保険募集人という
介在者の存在

健康情報等のセンシ
ティブ情報の存在
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２．生命保険協会の検討体制

■個人情報の保護に関する法律の制定を

受け、生命保険協会内の関係部会を横

断する組織として個人情報保護法対応

ＰＴを設置し、生保指針の改定や実務対

応等を検討

○個人情報保護法に対応した生保指針

の改定を検討

○実務課題を洗い出し、具体的対応策

を検討

○関係省庁・弁護士への確認を実施

生命保険協会生命保険協会

個人情報保護法対応ＰＴ
（平成１５年１１月 設置）
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３．生保指針の位置付け

■生命保険協会が認定個人情報保護団

体となる方向で検討中

（認定団体となった場合）

○生保指針を個人情報保護法第４３条

に基づく個人情報保護指針として位

置付ける

○生命保険協会は、生命保険会社等に

対し、生保指針を遵守させるため必

要な指導、勧告その他の措置をとる

よう努める

個人情報の保護に関する法律個人情報の保護に関する法律

内閣府

個人情報の保護に関する基本方針

金融庁

金融分野における
個人情報保護に関するガイドライン

金融分野における個人情報保護
に関するガイドラインの安全管理措置等

についての実務指針

生命保険協会（認定個人情報保護団体）

生命保険業における個人情報保護
のための取扱指針（生保指針）

安全管理措置に関する実務指針別冊
（生保版実務指針）

生命保険協会加盟各社（対象事業者）

（個人情報保護指針）
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４．生保指針の全体構成

Ⅰ．金融機関等における個人情報の保護について

１．個人情報の保護の必要性

２．生命保険業における個人情報の保護の考え方

３．指針改定に関する考え方 （１）改定の背景 （２）改定の内容とその意義

Ⅱ．取扱指針

１．総則 （１）目的 （２）適用範囲 （３）この取扱指針の位置付け

２．定義 （１）生命保険会社 ～ （１５）個人信用情報機関

３．取扱指針

３－１ 利用目的 （１）利用目的の特定 （２）利用目的による制限 （３）利用目的の変更 （４）合併、会社の分割、分社化、営業譲渡等の場合の取扱い

３－２ 機微（センシティブ）情報の取扱い

３－３ 個人情報の取得

３－４ 個人データの内容の正確性の確保

３－５ 安全管理措置 （１）安全管理措置の内容 （２）規程等の整備

３－６ 従業者の監督 ⇒生保版実務指針に詳細を規定

３－７ 委託先の監督 （１）委託先の監督 （２）代理店に対する指導・監督

３－８ 第三者への提供 （１）第三者への提供 （２）オプトアウト （３）委託 （４）合併、分社化、営業譲渡等 （５）特定の者との共同利用

３－９ 保有個人データの公表・開示・訂正・利用停止等

（１）保有個人データに関する事項の公表 （２）利用目的の通知 （３）保有個人データの開示 （４）保険契約に関する開示請求権者

３－１０ 苦情の処理

３－１１ 漏えい事案への対応

３－１２ 個人情報保護宣言の策定
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５．利用目的

３－１ 利用目的

（１） 利用目的の特定

どのような目的で当該個人情報を利用するか、本人が一般的、合理的に予想できる程度に利用目的を明確にしなけれ
ばならない。

（例）・各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い

・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理

・当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実

・その他保険に関連・付随する業務

各社のホームページ等において、利用目的とともに、各種商品、サービスの内容を掲載の上、当該ホームページのアド
レス等を明示することが望ましい。

（３） 利用目的の変更

（４） 合併、会社の分割、分社化、営業譲渡等の場合の取扱い

（２） 利用目的による制限
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６．機微（センシティブ）情報の取扱い

３－２ 機微（センシティブ）情報の取扱い

政治的見解、信教（宗教、思想及び信条をいう。）、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並び
に犯罪歴に関する情報(以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、次の場合を除き、取得、利用又は第三者提供を行わない。

①法令等に基づく場合

②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合

④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

⑤源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等の

機微(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合

⑥相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合

⑦保険業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要
な範囲で機微(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合

（適切な業務運営の例）

・保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い

・保険商品の開発

・保険事業の公正性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体の公平性確保

⑧機微（センシティブ）情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合
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７．安全管理措置等

３－５ 安全管理措置等

（１） 安全管理措置の内容

個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安
全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備及び安全管理措置に係る実施体制の整備等
の必要かつ適切な措置を講じなければならない。

○必要かつ適切な措置は、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「組織的安
全管理措置」、「人的安全管理措置」及び「技術的安全管理措置」を含むものでなければ
ならない。

○また、医療・健康情報等の特に厳重な管理を要する個人データについては、特段の安
全管理措置を講じる。

（２） 規程等の整備

３－６ 従業者の監督

３－７ 委託先の監督

安全管理措置等の詳細は、生保版実務指針に規定

■生保版実務指針は、「金融分野におけ

る個人情報保護に関するガイドラインの

安全管理措置等についての実務指針」

に対応した内容とする予定

■生保事業の特性を踏まえた具体的措置

内容とその例示を記載

＜利用・加工段階の技術的安全管理措置＞

○営業活動に利用する携帯端末については、本

人認証、登録する個人データの暗号化等、漏

えい防止のための措置を講じる

（例）

・ 専用鍵、パスワード等による本人認証を実施

する

・一定期間使用されない場合は、自動的にロッ

クされる等の対策を講じる

・登録情報を暗号化し、第三者がハードディスク

を取り出し個人データを読み取ることを困難に

する
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８．保有個人データの開示等

（３） 保有個人データの開示

本人から、保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法により、遅滞なく開示しなければならない。

但し、開示することにより、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができるが、その場合、その旨を本人に遅滞
なく通知する。

①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

（例）被保険者本人が病名を知らされていない場合、本人の病名等を開示することで、本人の心身状況を悪化させるおそれがある場合

②生命保険会社等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

③他の法令に違反することとなる場合

（４） 保険契約に関する開示請求権者

被保険者、保険金受取人等保険契約者以外の者から、開示の求めがなされた場合には、保険契約者本人の個人データの第三者提供と
ならないよう配慮しつつ、開示の求めに応じる。

（例）被保険者が契約者と別人になっている場合の被保険者に関する権利等（保険契約者名義、契約日、保険金額等）の確認の請求

３－９ 保有個人データの公表、開示、訂正、利用停止等

（１） 保有個人データに関する事項の公表等

（２） 利用目的の通知
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９．今後のスケジュール

年内に内容確定

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの告示

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針の公表

生
保
指
針

見
直
し

生
保
指
針

見
直
し

生
保
版

実
務
指
針

策
定

生
保
版

実
務
指
針

策
定

各
社
規
定

の
整
備

各
社
規
定

の
整
備

実
務
対
応

実
務
対
応

平成１７年４月 法施行


